
 千葉市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年６月２９日 

                千葉市長 神 谷 俊 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千葉市規則第４３号 

千葉市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

千葉市市税条例施行規則（昭和４９年千葉市規則第１１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２条例第９条第１項第３号に該当する場合の項中「第６４条第

４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

 別表第６中 

「 

２９の４ 

 

２９の５ 

 

２９の６ 

原動機付自転車・小型特殊自動

車試乗用標識 

原動機付自転車・小型特殊自動

車試乗用標識交付申請書 

原動機付自転車・小型特殊自動

車試乗用標識交付証明書 

第２９号様式の

４ 

第２９号様式の

５ 

第２９号様式の

６ 

                              」 

「 

２９の４ 

 

２９の５ 

 

２９の６ 

 

２９の７ 

原動機付自転車（特定小型原動

機付自転車）標識 

原動機付自転車・小型特殊自動

車試乗用標識 

原動機付自転車・小型特殊自動

車試乗用標識交付申請書 

原動機付自転車・小型特殊自動

車試乗用標識交付証明書 

第２９号様式の

４ 

第２９号様式の

５ 

第２９号様式の

６ 

第２９号様式の

７ 

                              」 

改める。 

第１９号様式（裏）中 

「 

  

                              」 

を 

に 

を 



「 

  

                              」 

改める。 

第２９号様式の６を第２９号様式の７とし、第２９号様式の５を第

２９号様式の６とする。 

第２９号様式の４備考第５項を次のように改める。 

５ 標章は、年度又は年を示す。 

第２９号様式の４を第２９号様式の５とし、第２９号様式の３の次に

次の１様式を加える。 
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第２９号様式の４    

（備考）
１　この標識は、原動機付自転車（特定小型原動機付自転車）用とする。

２　標識の地の塗色は、白色とする。

３　標識の文字の塗色は、濃紺色とする。

10cm

10cm

 

附 則 

１ この規則は、令和５年７月１日から施行する。ただし、別表第２条

例第９条第１項第３号に該当する場合の項の改正規定は、令和７年４

月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 


